
 

（様式－１ 表紙） 

 

 

 １ 調査名称：松本都市圏総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：長野県 

 

 ３ 調査圏域：松本都市圏（松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、朝日村、

山形村、筑北村、池田町、松川村の３市１町６村） 

 

 ４ 調査期間：平成２１～２２年度 

 

 ５ 調査概要： 

松本都市圏では、平成９年３月に策定された松本都市圏総合都市交通計画の「活

力とやさしさのあるアルプス都市圏を目指して」を目標に、松本都市圏の都市機

能の充実と活力ある地域社会を創造するため、都市圏を連携強化する道路網整備

と、公共交通に対する支援を進め、豊かさを実感できるまちづくりを進めてきた。 

前回の計画策定後、概ね 10 年が過ぎ、現状と将来の交通網の問題点を把握した

上で、これまでの計画を検証し、社会的な諸条件の変化を踏まえ、実現性と実効

性のある、公共交通施策や交通需要管理等を含めた総合的な交通体系の検討を行

った。 

平成 20 年度に実施した交通実態調査（パーソントリップ調査）の分析を行うと

ともに、補完調査（観光交通、公共交通、高齢者、障がい者、モビリティマネジ

メント調査）を実施し、現況の都市圏交通実態の分析、設定した将来都市像に基

づく将来交通需要予測、基本方針および分野別の計画案を検討し、交通マスター

プランとしてとりまとめを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名：松本都市圏総合都市交通体系調査 

 

 ２ 報告書目次 

序．計画策定の概要 

１．パーソントリップ調査（交通実態調査等） 

1.1 パーソントリップ調査の概要 

1.2 付帯調査の概要 

1.3 補完調査の概要 

２．拡大・基礎集計 

2.1 拡大係数の設定 

2.2 基礎集計 

３．現況交通実態の分析 

3.1 松本都市圏の概要 

3.2 交通サービスの状況 

４．将来交通需要予測 

4.1 予測の考え方 

4.2 予測方法 

4.3 将来人口フレーム 

4.4 予測条件 

4.5 将来交通需要予測 

５．計画課題の整理 

5.1 上位計画からみた課題 

5.2 交通実態調査等からみた課題 

5.3 補完調査からみた課題 

5.4 将来交通需要予測からみた課題 

5.5 計画課題の整理 

６．都市圏の将来像 

6.1 都市圏の将来像の考え方 

6.2 都市圏の将来像および基本方針 

７．都市圏構造の検証と評価 

7.1 都市圏構造と交通施策の組み合わせの設定 

7.2 都市圏構造および交通施策代替案の予測・評価 

８．総合都市交通計画の策定 

8.1 総合都市交通計画の基本方針 

8.2 プロジェクト（施策の組み合わせ） 

8.3 優先施策 

９．計画の推進に向けて 

9.1 計画策定後の取り組み 

9.2 プロジェクトの推進にあたって 

9.3 調査結果の活用 

 



 

                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本都市圏総合都市交通計画 

協議会 

 

（協議会長：長野県建設部 

都市計画課長）

松本都市圏総合都市交通計画 

幹事会 

 

（座長：長野県建設部 

都市計画課企画幹）

松本都市圏総合都市交通計画 

検討会議 

 

（座長：信州大学経済学部 

准教授 武者忠彦）

松本都市圏総合都市交通計画 

協議会事務局 

 

（長野県建設部都市計画課、 

長野県松本建設事務所）



 

 ４ 委員会名簿等： 

 

松本都市圏総合都市交通計画協議会委員構成員 

所   属 役  職 氏   名 

国土交通省 関東地方整備局企画部広域計画課 課  長 市川広志 

国土交通省 関東地方整備局建政部都市整備課 課  長 
（赤星健太郎） 

中西賢也 

国土交通省 関東地方整備局道路部道路計画第二課 課  長 柳谷 哲 

国土交通省 関東地方整備局長野国道事務所 所  長 其田 誠 

国土交通省 北陸信越運輸局企画観光部交通企画課 課  長 鈴木延明 

国土交通省 北陸信越運輸局長野運輸支局 
首席運輸 

企画専門官 
千村勇隆 

長野県企画局交通政策課長 課  長 小林利弘 

長野県建設部道路建設課長 課  長 手塚秀光 

長野県建設部道路管理課長 課  長 木賀田敏文 

長野県建設部都市計画課長 課  長 
（山浦直人） 

赤羽敏雄 

長野県県警本部交通部交通規制課 課  長 
（小林伸） 

北原久弘 

長野県松本地方事務所 所  長 原 隆文 

長野県北安曇地方事務所 所  長 小須田幸一 

長野県松本建設事務所 所  長 小平重登 

長野県安曇野建設事務所 所  長 
（和沢伊久夫） 

中山 茂 

長野県大町建設事務所 所  長 
（北野憲雄） 

小林康成 

長野県松本警察署 署  長 
（中澤利行） 

千野仁一 

長野県安曇野警察署 署  長 
（関原敬泰） 

久保田久義 

長野県塩尻警察署 署  長 
（山本修作） 

川上富雄 

長野県大町警察署 署  長 
（翠川幸二） 

池田幸一 

松本市 建設部長 
（丸山廣登） 

丸山悦男 

安曇野市 都市建設部長 久保田栄次 

塩尻市 建設事業部長 古川吉徳 

麻績村 副村長 市川浩史 

生坂村 副村長 岩間陽子 

山形村 副村長 百瀬泰久 

朝日村 教育長 清澤勝男 

筑北村 建設産業課長 宮坂敬司 

池田町 建設水道課長 山崎広保 

松川村 副村長 奥野勝久 

松本電気鉄道株式会社 乗合営業部長 鈴木立彦 

東日本旅客鉄道株式会社 総務部企画室長 荻原郁男 

中日本高速道路株式会社 副所長（技術） 築山有二 

東日本高速道路株式会社 副所長（技術） 岩堀政俊 
（かっこ内は前任者） 

 



 

 

松本都市圏総合都市交通計画幹事会 

構    成    員 

長野県建設部都市計画課企画幹 

長野県松本建設事務所計画調査課長 

長野県安曇野建設事務所整備課長 

長野県大町建設事務所整備課長 

松本市建設部計画課長 

安曇野市都市建設部監理課長 

塩尻市建設事業部都市づくり課長 

麻績村振興課長 

生坂村振興課長 

山形村農林建設課長 

朝日村産業振興課長 

筑北村建設産業課長 

池田町建設水道課長 

松川村建設水道課長 

 

 

松本都市圏総合都市交通計画検討会議委員 

所   属 役  職 氏   名 

埼玉大学工学部 建設工学科 教授 久保田 尚 

信州大学工学部土木工学科 准教授 清水 茂 

長岡技術科学大学環境・建設系 教授 中出 文平 

信州大学経済学部 （座長）准教授 武者 忠彦 

松本大学松商短期大学 専任講師 福島 明美 

ＮＰＯ法人てくてく 代表 桑原美由紀 

塩尻市民の足を守る会 会長 荒川 正 

安曇野市都市計画策定委員会 委員 布施 稔 

松本電気鉄道(株) 部長 鈴木立彦 

国土交通省関東地方整備局 

建政部都市整備課 
課長 

（赤星健太郎） 

中西 賢也 

長野県建設部都市計画課 課長 
（山浦直人） 

赤羽 敏雄 

 



 

（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

松本都市圏では、平成９年３月に策定された松本都市圏総合都市交通計画の「活

力とやさしさのあるアルプス都市圏を目指して」を目標に、松本都市圏の都市機

能の充実と活力ある地域社会を創造するため、都市圏を連携強化する道路網整備

と、公共交通に対する支援を進め、豊かさを実感できるまちづくりを進めてきた。 

前回の計画策定後、概ね 10 年が過ぎ、現状と将来の交通網の問題点を把握した

上で、これまでの計画を検証し、社会的な諸条件の変化を踏まえ、実現性と実効

性のある、公共交通施策や交通需要管理等を含めた総合的な交通体系の検討を行

った。 

平成 20 年度に交通実態調査（パーソントリップ調査）を実施し、現況の都市圏

交通実態の分析、設定した将来都市像に基づく将来交通需要予測、基本方針およ

び分野別の計画案を検討し、交通マスタープランとしてとりまとめを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 調査全体のフロー 

  

４　将来交通需要予測　　　

○予測方法
○将来人口フレーム（人口フレーム、就業人口フレーム、従業人口フレーム）
○予測条件
○予測結果（生成交通量、発生集中交通量、分布交通量、分担交通量、配分交通量）
○将来交通量配分

５　計画課題の整理　　　　　

○上位計画からみた課題　○パーソントリップ調査結果からみた課題
○補完調査結果からみた課題　○将来交通需要からみた課題　○計画課題の整理

７　都市圏構造の検証と評価

○都市圏構造と交通施策の組み合わせの設定
○都市圏構造および交通施策代替案の予測・評価
○都市圏構造の検証と評価

８　総合都市交通計画の策定（交通マスタープラン）

○基本方針
○プロジェクト（施策の組み合わせ）
○優先施策

９　計画の推進に向けて

２　拡大・基礎集計（ＰＴ調査データ）

○拡大係数の設定
○基礎集計

３　現況交通実態の分析

○交通サービスの分析
○パーソントリップ調査集計

（付帯調査）の分析
○補完調査の分析

　補完調査

○観光地調査
○公共交通調査
○高齢者調査　　○障がい者調査
○ＭＭ調査（モビリティマネジメント調査）

現
状
分
析

将
来
予
測
・
基
本
方
針

計
画
策
定

６　都市圏の将来像

○上位計画　○関連計画　○将来都市圏構造　○都市圏将来像および基本方針

パーソントリップ本体調査、付帯調査

パブリックコメント

○計画策定後の取り組み
○プロジェクトの推進にあたって
○調査結果の活用

1　パーソントリップ調査（平成20年度）



 

 ３ 調査圏域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 調査対象圏域 

 

 

 



 

（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

 

（１）都市圏の将来像 

 ①都市圏の見通し 

・都市圏人口の見通しは、国立社会保障人口問題研究所の推計値によると、20 年後の 2030

年（平成 42 年）には、松本都市圏の人口は現況の約 45 万人から約 41 万人となり、約

10％程度減少すると予測される。 

・高齢者人口（65 歳以上）の割合は 2030 年で約 31％（2005 年は 22％）、生産年齢人口

（15～64 歳）の割合は 2030 年で約 54％（2005 年は 62％）と予測される。 

・都市圏では、駅周辺の人口集積が高く、鉄道駅 1km 圏及び 2km 圏人口は、都市圏人口の

それぞれ約４割、約７割を占めており、過去からこの傾向はほぼ変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口の推移と将来見通し（国勢調査および人口問題研究所推計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分人口の推移と将来見通し（国勢調査および人口問題研究所推計値） 

 

表 鉄道駅周辺人口の推移（地域メッシュ人口をもとに集計） 

 

 

 

 

 

2005年(平成17年）実績値

人口 451,991人

15歳未満人口率 14.5％

15～65歳人口率 63.4％

65歳以上人口率 22.1％

鉄道駅１km圏人口 198,040人（43.8％）

鉄道駅２km圏人口 327,677人（72.5％）

2005年(平成17年）実績値

人口 451,991人

15歳未満人口率 14.5％

15～65歳人口率 63.4％

65歳以上人口率 22.1％

鉄道駅１km圏人口 198,040人（43.8％）

鉄道駅２km圏人口 327,677人（72.5％）

2030年(平成42年） 推計値

人口 405,873人

15歳未満人口率 10.7％

15～65歳人口率 58.3％

65歳以上人口率 31.0％

2030年(平成42年） 推計値

人口 405,873人

15歳未満人口率 10.7％

15～65歳人口率 58.3％

65歳以上人口率 31.0％

1985年(昭和60年）実績値

人口 413,209人

15歳未満人口率 20.5％

15～65歳人口率 66.4％

65歳以上人口率 13.1％

鉄道駅１km圏人口 179,252人（43.4％）

鉄道駅２km圏人口 297,172人（71.9％）

1985年(昭和60年）実績値

人口 413,209人

15歳未満人口率 20.5％

15～65歳人口率 66.4％

65歳以上人口率 13.1％

鉄道駅１km圏人口 179,252人（43.4％）

鉄道駅２km圏人口 297,172人（71.9％）



 

②将来都市圏構造 

・過去、維持されてきた市街地の集約性、すなわち鉄道駅周辺人口割合の高さを維持して

いくことを基本的な方向として、以下のような機能の拠点、連携軸と交流軸を基本とす

る将来都市圏構造を設定する。 

・都市構造の骨格は、圏域拠点と地域拠点の配置とこれらを繋ぐ拠点連携軸とする。拠点

連携軸は、JR 篠ノ井線、JR 大糸線、上高地線の鉄道３線上とし、その鉄道駅周辺市街

地は集約型の軸上市街地を維持・強化するエリアとする。 

・暮らし拠点は、住民の生活必需的なサービスを充足するものとする。暮らし拠点と圏域

拠点又は地域拠点を繋ぐ地域連携軸を形成し、主として公共交通と幹線道路が担う。 

・圏域都市構造の核（圏域拠点、地域拠点、暮らし拠点）及び幹（拠点連携軸）と枝（地

域連携軸）に加えて、圏域と他圏域との交流を図る軸として広域交流軸を位置づける。

広域交流軸は、長野自動車道、中央自動車道、中部縦貫自動車道、国道 19 号、国道 20

号、地域高規格道路松本糸魚川連絡道路等の高規格道路、鉄道４線（JR 篠ノ井線、JR

大糸線、JR 中央本線、上高地線）が担う。 

・都市圏における主要な観光地については、これを観光拠点として位置付け連携を図る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市圏構造のイメージ 
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○広域連携軸
　・都市圏と他都市圏との交流　

　　を促進する交通軸
　・高規格道路、空港、鉄道、高

　　速バス等

○広域連携軸

　・都市圏と他都市圏との交流　
　　を促進する交通軸

　・高規格道路、空港、鉄道、高

　　速バス等

○拠点連携軸

　・圏域拠点と地域拠点との

　　連携交通軸
　・鉄道、主要幹線道路

○拠点連携軸

　・圏域拠点と地域拠点との
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　・鉄道、主要幹線道路
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　・地域拠点と暮らし拠
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○地域連携軸

　・地域拠点と暮らし拠
　　点との連携交通軸

　・バス、幹線道路

圏域
拠点

圏域
拠点

地域
拠点

地域
拠点

暮らし
拠点

暮らし

拠点
拠点連携軸 地域連携軸



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来都市構造図 

 



 

③将来交通体系 

・交通体系の整備にあたっては、都市圏と域外の周辺都市圏との連携を強化し、か

つ、圏域内外の広域交流を促進する交通体系を構築する。 

・交通体系の骨格は、南北方向の JR 篠ノ井線と JR 大糸線、長野自動車道と地域高

規格道路松本糸魚川連絡道路、国道 19 号と国道 143 号、147 号、筑摩野幹線など

が形成する南北地域連携軸を東西方向の上高地線、バスや国道 158 号、254 号他

幹線道路が結ぶラダー型交通網の形成と、圏域拠点である松本市街地における３

環状道路網の形成である。 

・この交通体系の構築を通じて、圏域拠点と地域拠点間、地域拠点と暮らし拠点間

の交通サービスを維持・向上し、圏域拠点である松本駅周辺市街地での道路混雑

を緩和する方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来交通体系 
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 ④都市圏の将来像および基本方針 

・現在、人口 45 万人、就業人口 24 万人、年間観光入り込み客数 1,100 万人の松本都

市圏において、当地域のもつ自然・文化・社会の優位性を活かしながら、今後とも、

暮らしやすい、働きやすい、国内外の人が交流しやすく、観光客も移動しやすい交

通環境を持続的に維持・創出してくことが重要である。都市圏の将来像としては、

2005 年（平成 17 年）３月に策定された松本圏域都市計画マスタープランの基本理

念“都市・アルプスの自然・松本平・安曇野の田園風景が調和する健やかで活力の

ある田園都市”で示されており、本計画においても将来都市像については、この松

本圏域都市計画マスタープランの基本理念に基づくものとする。 

・しかしながら、都市交通体系の基本方針については、現在は現計画の策定時とは大

きく状況が異なる。そのうえで、人口減少社会の到来、高齢社会の到来、道路整備

における財政上の制約、バスや鉄道等の利用者減、環境問題の台頭等の状況変化を

踏まえて、施策の展開方針を見直し、平成 9 年に策定した松本都市圏総合都市交通

計画をより実効性のあるものとする必要がある。 

・これらの施策を効果的に実現するには、行政、住民、企業、交通事業者が共に考え、

連携して施策を実施し、実行力のある施策を展開していかなければならない。 

・以上の基本的な考え方にもとづき、本計画における松本都市圏の将来像及び基本方

針を次のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ⑤都市圏構造と交通施策の評価 

・将来都市圏構造の検証は、人口フレーム（土地利用）側の条件と、交通計画側の条

件の組み合わせにより、望ましいあり方を検証した。 

・予測結果をみると、都市構造の違いや公共交通利便性向上による効果は小さいが、

土地利用と交通施策を組み合わせることで相乗効果が得られる。さらに、モビリテ

ィマネジメントを想定する通勤目的自動車交通の手段転換により、都市圏の交通の

円滑性は大きく向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆都市構造の評価結果 

  今後もまちが広がる「趨勢型」と「まちなか維持（集約）型」を比較すると、まちなか維持型は中

心市街地に関連する交通が多く、まちの賑わいや活力の維持が期待される。また、拠点と軸から形成

されるまちなか維持（集約）型の都市構造をめざすことで、拠点内の移動が増え移動距離が少なく効

率が高まるほか、まちなかでの公共交通利用が増加するなどの効果が確認される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆交通体系のあり方の評価結果 

必要な道路整備を行い、公共交通についても維持・強化を図ることで、混雑区間の緩和や環境負荷

の軽減（CO2 排出量の軽減等）が図れ、将来像の実現が図れることが分かる。さらに、モビリティマネ

ジメント施策（MM）等で通勤目的の自動車交通を抑制することで、より望ましい環境の構築を目指す。
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（２）総合都市交通計画 

  ①総合都市交通計画の基本方針 

・松本都市圏は全国の地方都市圏と比べて、鉄道駅周辺に暮らし、働く人が多いことが特

徴である。しかし、他の地方都市圏と同様、過度に車へ依存する交通実態となっており、

鉄道駅周辺に多くの方が暮らしている都市構造の長所が十分には活かされていない。 

・このため、今後ますます進行する少子高齢化を踏まえ、現在の都市構造の長所を活かし、

国道１９号をはじめとする幹線道路の整備も行いながら、車から公共交通や徒歩、自転

車等への交通手段の転換促進を含め、望ましい交通体系を構築する方針とする。 

・また、通勤目的の自動車交通の２割を他の交通手段に転換し、過度に車に依存しない交

通環境を実現することで、市街地流入部を中心とする都市圏の道路混雑は概ね解消さ

れ、拠点間の連携や交流が促進することを目指す。 

・なお、今後増加する 75 歳以上の高齢者などの送迎需要を、公共交通（鉄道・バス）や

多様な主体が連携していくことで、公共交通の持続可能性も高まることが期待される。

（総合都市交通計画の策定にあたっては、素案作成の段階でパブリックコメントを実施

し、広く意見を聴き計画への反映を行った。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総合都市交通計画の基本方針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総合都市交通計画（主な取り組み） 

 

 



 

 ②５つの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


